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2023年1月1日時点  

労働者派遣法23条5項に基づき、下記の情報を開示します 

1. 派遣労働者数         95  

2. 派遣先の数            59  

3. 派遣料金の平均額（1日8時間あたりの額）21,822  

4. 派遣労働者の賃金（1日8時間あたりの額）13,042  

5. マージン率              36.11%  

・社会保険料（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険）  

・会社運営経費（販売管理費、事務所、通信費、教育関係費用）  

・営業利益 

6. 労使協定 

・労使協定を締結しているか              締結している  

・労使協定の対象となる派遣労働者   全派遣労働者  

・労使協定の有効期間の終期            6月末  



キャリア形成支援制度に関する事項 

1. 入職時基礎訓練  

・社会人基礎研修  

・IT基礎研修 

2. 職能別訓練 

・IT基礎（Excel）  

・基本情報技術者研修  

3. 職種転換訓練 

・Webアプリ開発実践  

・デザイン思考研修  

 


